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○　

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
  

改　
　
　
　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
予
防
接
種
」
と
は
、
疾
病
に
対
し
て
免
疫
の

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
予
防
接
種
」
と
は
、
疾
病
に
対
し
て
免
疫
の

効
果
を
得
さ
せ
る
た
め
、
疾
病
の
予
防
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

効
果
を
得
さ
せ
る
た
め
、
疾
病
の
予
防
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
特
定
医
薬
品
（
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

い
る
ワ
ク
チ
ン
を
、
人
体
に
注
射
し
、
又
は
接
種
す
る
こ
と
を
い
う
。 

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

 

百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
い
う
。
第
二
号
に
お

 

い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
人
体
に
注
射
し
、
又
は
接
種

 

す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

一　

ワ
ク
チ
ン 

　

（
新
設
） 

二　

単
ク
ロ
ー
ン
抗
体
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
し
、
か
つ
、
ワ
ク
チ
ン
と

　

（
新
設
） 

同
程
度
に
そ
の
効
果
が
長
期
間
に
わ
た
る
医
薬
品 

 

２
～
７　

（
略
）

２
～
７　

（
略
）

（
予
防
接
種
基
本
計
画
） 

（
予
防
接
種
基
本
計
画
） 

第
三
条　

（
略
） 

第
三
条　

（
略
） 

２　

予
防
接
種
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

２　

予
防
接
種
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

る
。 

一
～
四　

（
略
） 

一
～
四　

（
略
） 

五　

予
防
接
種
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
特
定
医
薬
品
の
供
給
の
確
保
に
関

五　

予
防
接
種
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
の
確
保
に
関
す

す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
事
項 

る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
事
項 

六
～
八　

（
略
） 
六
～
八　

（
略
） 

３
～
５　

（
略
）

３
～
５　

（
略
）

（
個
別
予
防
接
種
推
進
指
針
） 

（
個
別
予
防
接
種
推
進
指
針
） 

第
四
条　

（
略
） 

第
四
条　

（
略
） 

２　

個
別
予
防
接
種
推
進
指
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

２　

個
別
予
防
接
種
推
進
指
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
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と
す
る
。 

と
す
る
。 

一
～
三　

（
略
） 

一
～
三　

（
略
） 

四　

当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
特
定
医
薬
品
の

四　

当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
ワ
ク
チ
ン
の
供

供
給
の
確
保
に
関
す
る
事
項 

給
の
確
保
に
関
す
る
事
項 

五　

（
略
） 

五　

（
略
） 

３
・
４　

（
略
）

３
・
４　

（
略
）

（
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の
措
置
） 

（
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の
措
置
） 

第
十
三
条　

（
略
） 

第
十
三
条　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
） 

４　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
が

４　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
定
期
の
予
防
接
種
等
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
、

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
、

医
師
、
特
定
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

医
師
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
特
定
医
薬
品
の
製
造
販
売
（

五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で

同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
製

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当

造
販
売
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
十
四

該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
十
三
条
の
三
第

条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含

一
項
の
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
特
定
医

む
。
）
又
は
同
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認

薬
品
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て

定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
同
法
第
十
九

い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
が
同
条
第
三

条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
定
期
の
予
防

る
も
の
を
含
む
。
）
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
も
の
を
い
う

接
種
等
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
前
項
の

。
以
下
同
じ
。
）
、
定
期
の
予
防
接
種
等
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
そ

規
定
に
よ
る
調
査
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
実
施
す
る
た
め
必
要

。

な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
予
防
接
種
の
有
効
性
及
び
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
調

（
予
防
接
種
の
有
効
性
及
び
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
調

査
等
） 

査
等
） 

第
二
十
三
条　

（
略
） 

第
二
十
三
条　

（
略
） 

２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
の
実
施
に
関

３　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
の
実
施
に
関
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し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
地
方
公
共
団
体
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
、
医
師
又
は
特
定

り
、
地
方
公
共
団
体
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
、
医
師
又
は
ワ
ク

医
薬
品
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
当
該
調
査
及
び
研
究
の
実
施
に
必
要
な
情

チ
ン
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
当
該
調
査
及
び
研
究
の
実
施
に
必
要
な
情
報

報
を
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
等
の
責
務
） 

（
国
等
の
責
務
） 

第
四
十
七
条　

（
略
） 

第
四
十
七
条　

（
略
） 

２　

国
は
、
予
防
接
種
の
円
滑
か
つ
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
予
防
接

２　

国
は
、
予
防
接
種
の
円
滑
か
つ
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
予
防
接

種
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
特
定
医
薬
品
の
供
給
の
確
保
等
必
要
な
措
置
を

種
の
研
究
開
発
の
推
進
及
び
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
の
確
保
等
必
要
な
措
置
を
講

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

ず
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４　

（
略
） 

３
・
４　

（
略
） 

５　

病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
、
医
師
、
特
定
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
、
予

５　

病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
、
医
師
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
、
予
防

防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
前
各
項
の
国

接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
前
各
項
の
国
の

の
責
務
の
遂
行
に
必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

責
務
の
遂
行
に
必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
損
失
補
償
契
約
） 

（
損
失
補
償
契
約
） 

第
五
十
三
条　

政
府
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
疾
病
に
係
る
特
定
医
薬
品
に
つ

第
五
十
三
条　

政
府
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
疾
病
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い

い
て
、
世
界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
っ
迫
し
、
又
は
ひ
っ
迫
す
る
お
そ

て
、
世
界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
っ
迫
し
、
又
は
ひ
っ
迫
す
る
お
そ
れ

れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
当
該
疾
病
の
全
国
的
か
つ
急

が
あ
り
、
こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
当
該
疾
病
の
全
国
的
か
つ
急
速

速
な
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ

な
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
限

限
り
、
次
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
を
し
、
か
つ
、
第
四

り
、
次
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
を
し
、
か
つ
、
第
四
項

項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
を
得
た
上
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
疾
病

の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
を
得
た
上
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
当
該
疾
病
に

に
係
る
特
定
医
薬
品
の
供
給
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
当
該
疾
病
に
係
る

係
る
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
当
該
疾
病
に
係
る
ワ
ク

特
定
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
又
は
そ
れ
以
外
の
当
該
疾
病
に
係
る
特
定
医
薬

チ
ン
製
造
販
売
業
者
又
は
そ
れ
以
外
の
当
該
疾
病
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の
開
発

品
の
開
発
若
し
く
は
製
造
に
関
係
す
る
者
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
契
約
に

若
し
く
は
製
造
に
関
係
す
る
者
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
契
約
に
係
る
ワ
ク

係
る
特
定
医
薬
品
を
使
用
す
る
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を

チ
ン
を
使
用
す
る
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ

賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他
当
該
契
約
に
係
る
特
定
医
薬
品

と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他
当
該
契
約
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の
性
質
等
を
踏

の
性
質
等
を
踏
ま
え
国
が
補
償
す
る
こ
と
が
必
要
な
損
失
を
政
府
が
補
償
す

ま
え
国
が
補
償
す
る
こ
と
が
必
要
な
損
失
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す

る
こ
と
を
約
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
損
失
補
償
契

る
契
約
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
損
失
補
償
契
約
」
と
い
う
。

約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が

）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
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あ
る
場
合
に
は
、
国
会
の
承
認
を
得
な
い
で
当
該
損
失
補
償
契
約
（
第
四
項

、
国
会
の
承
認
を
得
な
い
で
当
該
損
失
補
償
契
約
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
そ
の
効
力
の
発
生
の
条
件
と

国
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
そ
の
効
力
の
発
生
の
条
件
と
す
る
も
の
に
限

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

る
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三　

（
略
） 

一
～
三　

（
略
） 

２　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

２　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
損
失
補
償
契
約
に
係
る
特
定
医
薬
品
に
係
る
疾
病
、
当
該
損

と
き
は
、
当
該
損
失
補
償
契
約
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
に
係
る
疾
病
、
当
該
損
失

失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
そ
の
他
補
償
の
範
囲
に
係
る

補
償
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
そ
の
他
補
償
の
範
囲
に
係
る
事

事
項
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

項
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４　

（
略
）

３
・
４　

（
略
）
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○　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
歯
科
医
師
へ
の
検
体
採
取
又
は
注
射
行
為
の
実
施
の
要
請
等
） 

（
歯
科
医
師
へ
の
検
体
採
取
又
は
注
射
行
為
の
実
施
の
要
請
等
） 

第
三
十
一
条
の
二　

厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
検
体
採
取
又
は

第
三
十
一
条
の
二　

厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
検
体
採
取
又
は

予
防
接
種
等
を
行
う
に
際
し
、
前
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

予
防
接
種
等
を
行
う
に
際
し
、
前
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
要
請
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
行
っ
て
も
な
お
検
体
採
取

る
要
請
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
行
っ
て
も
な
お
検
体
採
取

又
は
予
防
接
種
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
医
薬
品
を
人
体
に
注
射

又
は
ワ
ク
チ
ン
を
人
体
に
注
射
す
る
行
為
（
以
下
「
注
射
行
為
」
と
い
う
。

す
る
行
為
（
以
下
「
注
射
行
為
」
と
い
う
。
）
を
行
う
医
療
関
係
者
を
確
保

）
を
行
う
医
療
関
係
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
体
採
取

合
に
お
い
て
、
当
該
検
体
採
取
又
は
注
射
行
為
を
行
う
者
を
確
保
す
る
こ
と

又
は
注
射
行
為
を
行
う
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
き
は
、

が
特
に
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
歯
科
医
師
に
対
し
、
そ
の
場
所
及
び
期
間
そ

歯
科
医
師
に
対
し
、
そ
の
場
所
及
び
期
間
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
示
し
て

の
他
の
必
要
な
事
項
を
示
し
て
、
当
該
検
体
採
取
又
は
注
射
行
為
を
行
う
よ

、
当
該
検
体
採
取
又
は
注
射
行
為
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）
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